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まもなく開う易 
いよいよ、ふるさと交流館「日王の湯」 が4 月1 日（予定） 

から営業を始めます0 

温泉は、行ってみなくちゃわからない。建物の中は、いったいどうなっている 
わ わ 

のか…。楽しみいっぱい、湧く湧く ドキドキ。 

スタッフー同、みなさまのおいでを 
心よりお待ち申し上げます。 



人権作文入選作 
「今」何を 
すべきか 
清水 悠紀乃 

昨年、ピアニストの坂 
本龍一さんが手がけた 

「ゼロランドマイン」とい 
うCD が発売されたこと 
を覚えている人は多いと 
思う。なぜなら、55万枚 
以上のセールスを記録し、 
なおかつその売上金はす 
べて地雷除去のために使 
われたからだ。まさに 
人々の心がーつになった 
瞬間だといえるのであろ 
う。私も勢いにのまれて、 
CD を予約までして買っ 
たことを覚えている。 
しかし、半年以上たっ 

た今、人々の心はすさん 
でいる。毎日のようにテ 
レビ画面に映る残酷なニ 
ュース、学校や会社、家 
庭内でのトラブル、そし 
て数か月前に起こった同 
時多発テロ事件。世界中 
で「主謀者は死して罪を 
つぐなうべき」という声 
まであがっている。人々 
の心はもはや完全に荒れ 
ていると言っていいだろ 
う。ではいったい地雷除 
去キャンペーンとは何の 
ために行われたのか。募 
金をすることが目的だっ 
たのであろうか。お金さ 
え集まればよかったので 
あろうか。いや、きっと 
そうではないはず。坂本 
龍―さんが言いたかった 
ことは、もっと違うこと 
なのではないかと私は思 
う。そう、地雷がなくな 

ればいいのではない。世 
界中の人がキャンペーン 
に参加し、募金すればい 
いのではない。最も大切 
なのはその根底にあるも 
っと奥深い何かなのでは 
ないだろうか。 

今や廃嘘となったニュ 
ーョークの映像を見て、 
たくさんの人々が怒り、 
そして涙したことだろう。 
しかし、主謀者が「死し 
てつぐなうべき罪」とは 
いったい何なのだろうか。 
殺した人の数によって決 
まるものなのだろうか。 
どちらにせよ、今となっ 
ては全世界でテロ事件の 
主謀者の死刑執行を唱え 
る人々が、多数を占めて 
いるのが現状だろう。 

だが考えてほしい。そ 
んな中でたくさんのアー 
ティストたちが曲を作り、 
売り出し、その収入の― 
部をアメリ力復興のため 
に寄付したことを。日本 
でも、アーティストの小 
室哲哉さんが平和のため 
のチャリティーとしてい 
ろいろな活動をしている。 
そんな人たちがいる中で、 
私たちはまたCDを買い、 
少しでも売り上げに貢献 
しようと考えている。し 
かし、これでは何も変わ 
っていない。私たちには 
意識のどこかで「平和と 
はお金で解決するもの」 

「悪者がいなくなれば平和 
が訪れる」という考えが 
根付いているのかもしれ 
ない。だから、人々の 
「優しさ」とは、責任感や 
同情のような社会的で寂 
しいもので表せられるの 

翻みん藤の人権麟翻 

だと思えるときがある。 
でも、それは違うのでは 
ないかと思ったとき、妙 
に悲しくやるせない気分 
になった。偽善かもしれ 
ない。でも人を思いやる 
気持ちは責務になっては 
いけないと正直に思う。 
もちろん、私が正しいわ 
けではないし、みんなが 
間違っているというわけ 
でもない。答えはどこに 
もないから、人は悩んで 
生きているのだと思う。 
だからーつの方向付けを 

「それが当然」だと決めつ 
ける考え方は、できれば 
改めてほしい。そうすれ 
ば、もう一度最初から平 
和や人権について考え直 
すことができるし、少し 
見方を変えて考えること 
もできると思う。 
以前、ある人がテレビ 

の仕事で、アフリ力南端 
の島、マダガスカルを訪 
れたときの話を聞いたこ 
とがある。目の当たりに 
した現実は予想以上に厳 
しく、日本語の「村」と 
いう言葉ではとても説明 
できないような貧しい場 
所だったそうだ。でも、 
そんな貧しい環境の中に 

松尾 奈緒美 

あっても、子どもたちの 
笑顔は、日本では見られ 
ないような、ほんとうに 
無邪気なものだったそう 
だ。マダガスカルは世界 
最貧国のーつであるが、 
人々の心は全然貧しくな 
んかない。むしろ貧しい 
のは自分たちの方なので 
はないかと思ったという。 

マダガスカルの子ども 
たちの笑顔は、いったい 
どんなものだったのだろ 
うか。貧しいけれど、平 
和で楽しく、希望に満ち 
あふれた顔をしていたの 
だろうと思う。そう、前 
文でふれた坂本龍一さん 
の「ゼロランドマイン」 
とはまさにそれなのであ 
ろう。広い世界を見るこ 
とも大切だが、まず子ど 
もたちと、そして自分の 
隣にいる人と、気づいた 
ら―緒に笑っていられる 
ような、そんな雰囲気を 
つくることが最も大事な 
ことなのではないだろう 
か。それこそがこの現状 
で「今」私たちにできる 
平和のための最善のこと 
なのではないかと、私は 
思う。 

福田 明子 

1) 

子どもにかかわる悩みこと ー非 行 

Q 中ニ男子の母親です。十か月ほど前に息子の友人がけんかで相手に 

けがをさせた件で、家庭裁判所調査官から息子と夫あてに呼出状が届きま 

した。息子はけんかを見ていただけですが、その件では警察にも二度呼ば 

れました。忘れかけた今になって、どうして家裁に呼ばれるのでしょう。 

親子で非行と向かい合い 

再出発する転機としよう 

A 思春期は「疑廓§篇」の時期と言われますが、 

急激な身体の成長とiL'O)高まり 落ち込みの繰り 

返しに、自分自身が翻弄されます。この時期の子 

どもは、大人のように自分をコントロールできず、 

社会のルールも十分意識していません。非行で警 

察に呼ばれて、初めて社会のルールというものを 

実感します。 

未成年の事件は警察の捜査後、検察庁を経て、 

家庭裁判所に送致され、調査、審判を受けます。 

このような経過に少々時間がかかります。二度と 

法に触れずに成人するためにどういう処分がよい 

かを判断するための大事な手続きです。 

広報通信から転載 

裁判所に出頭するのはだれでも避けたいことで 

すが、非行に直面して、親子で事実を見直し、転 

機とする機会です。これを機に、親子で被害者の 

心の痛みや自分が被害者になった場合のことも考 

えてみましょう。親子の関係も振り返りましょう。 

お子さんをかばいたい気持ちは分かりますが、 

子どもが自分の非行について説明する内容は、事 

実とは異なることもあります。親子で非行と向か 

い合い、これを乗 

り越えて再出発す 

る努力をすれば、 

子どもは大きく成 
きずな 

長し、家族の糾も 

強くなります。 

のウンセラー・ 

前津 智恵子） 

家庭問題情報センター相談室 

●東京（土・日を除く10時～17時30分／丑03-3971 13741) ●福岡（月・水“金 9時30分～17時／費092-734-6573) 
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【地域改善対策による高等学校および大学の奨学資金貸与申請】 
同和関係者の子女を対象に行っている「福岡県地域改善対策奨学資金」について、毎年申請を行う必要があり、 

平成14年度募集（平成13年度貸与者の継続者のみ）については次のとおりです。 

★資格要件／次の要件をすべて満たす方が対象となります。 

①平成13年度末に奨学金の貸与を受けているもの。②県内の対象地域に居住している。 

③高等学校・高等専門学校・短大・大学に在学している。 

④本人の属する所帯の全収入が日本育英会の定める奨学生採用の収入基準額以下の場合。 

⑤日本育英会法の育英資金、母子および寡婦福祉法による修学資金又は、福岡県奨学会による奨学資金の貸与を 

受けていない。 

★奨学資金の返還／貸与が終了して6 か月経過後から、20年以内に月賦、半年賦、または年賦で返還 

★申請期間／4月11日（木）~24日（水） 「貸与の手引」は4月10日から配布します。 

★申請に必要なもの／ 

①貸与申請書 ②世帯調書 ③所得証明書 ④在学証明書（4月1日以降のもの） ⑤保護者及び本人の各印鑑 

⑥保証書 ⑦借用証書（貸与申請者のうち、卒業予定学年に在学する者のみ） ⑧収入印紙 

★奨学資金の貸与額（月額） 

高校国公立・・・23,500円 高校私立・‘・52,000円 大学国公立…60,000円 大学私立…86,000円 大学院・・・23,500円 

お間い合わせは 役場 3階 教育委員会 学校教育課 容22-0425 

【日本育英会の奨学金制度】 
★対象／高校、高専、専修学校、短大、大学（学部）、 

大学院の学生一生徒 

★申込時期／毎年春 

（申込時期は学校に照会してください） 

★申込方法／入学前の申込…進学する前年の春に在 

学している学校の奨学金担当窓ロに申 

込んでください。 

入学後の申込…進学後の学校の奨学金 

担当窓ロに申込んでください。 

★奨学金の種類／第一種奨学金・・無利子 

きぼう21プラン奨学金・・有利子 

(3％を限度とする。但し在学中は無利子） 

★貸与期間／本会が認めた月から卒業まで 

★貸与月額／ 

第―種奨学金 きぼう21プラン奨学金 

国公・私立、自宅・自 

宅外により異なります 
次の月額から選択 

鷲
 

勲
 

18,000--
35,000円 

専修・短大 

大学（学部） 

3 ・ 5・8 ・ 

10万円 
専修（専 

門） ・短大 

42,000---

57,000円 
大学院 

5・8 '10 

13万円 

大学（学部） 
42,000-

61,000円 \ ＼、× 
大学院 

85,000-

119,000円 × ＼、 
★奨学生の採用／学力や収入状況等を基に採用決定 

します。 

【高等学校奨学金 

奨学生募集】 
財団法人福岡県奨学会では、経済的理由により修 

学が困難であると認められる者に対して、平成M 

年度より高等学校入学支度金及び高等学校奨学金の 

申請を次のとおり募集します。 

※入学支度金／国・公立高等学校…5,000円 

私立高等学校・・・10,000円 

★願書提出場所／教育委員会 学校教育課（役場3 F ) 

魂願書提出時期／3月1日～3月25日 

〇関係書類は中学校を経由して希望者ノ＼配布しています。 

※奨学金／国・公立高等学校（自宅通学）・・・18,000円 

（自宅外通学）…23,000円 

私立高等学校 （自宅通学）・・・30,000円 

（自宅外通学）・・・35,000円 

〇貸与申請等については入学された各高等学校で手 

続をされてください。 

お問い合わせは 教育委員会 学校教育課 

公22-0425 

★奨学金の交付／毎月一定額を本人のロ座に振り込 

みます。 

★奨学金の返還／卒業して6 か月後から、月賦、 

月賦・半年賦併用で一定額の返還となります。 

お問い合わせは 日本育英会福岡県支部 

公092-641 -7418（直通） 

愛犬、登録と狂犬予防注射をお忘れなく ~ （雨天でもおこないます） 
犬には、狂犬予防法による『登録』と『予防接種』が義務づけられています。 

『登録』は、犬の生涯で1回となっていますが、『狂犬予防注射』は、毎年1回必ず受けなければいけません。 

生後91日以上の犬は、必ず受けましょう。 

また、生まれた犬の登録をお済みでない場合は、新規の登録（登録手数料が必要）が必要です。 

★新規登録料金／3,000円（登録済みの場合は不要） ★予防注射料金／3,050円（予定） 

4 月11 日（木） 4 月12日（金） 

会 場 時 間 会 場 時 間 

南木公民館 13 】 00-13 】 20 福吉公民館 13: 00'-'13 】 20 

太陽公民館 13 】 30'-'13 : 45 若草集会所 13: 30'-13 : 45 

神崎第ー公民館 13 】 55~14:15 人見公民館 13: 55- 14:15 

神崎第ニ公民館 14 : 25-'14 : 45 宝見公民館 14 : 25'-14 : 45 

福丸集会所 14 : 55-15:15 ―区公民館 14 : 55-15:10 

上金田隣保館 15: 30~15: 50 金田町役場 15 】 20 -'15 : 50 

1 愛犬の予防注射を受ける方は、通知ハガキの問診票に記入し、会場ノ＼お越しください。 

2登録が初めての犬の狂犬病予防注射は、会場で問診票に記入してください。 

3 飼い犬が死亡したときや、飼い主の住所が変わったときなどは、役場ノ＼届出が必要です。 

4 狂犬病予防注射済票は、必ず飼い犬の首輪につけてください。 

5動物病院でも予防接種は受けられます。 役場住民課 環境衛生係 容22-6663 

～ 介護保険料のJ三5知らせ ～ 

介 誰 保険米斗を年金からの天引き（特別徴」I又）でII又めら才している方へ

分壇隻保険米斗α叫寺男り徴」I又は：、4・6・8 月と l0・m ・2 月に二区男リされノますー。 

平成14 与三4・6・8 月fま月L.成14年2 月分〔7フイ呆険米斗客頁をrそのまま糸内付一して二頂 

きます。 （こオしを仮徴」I又といいます） 10・12・2 月は前寿三の戸I所尋な：どをrもとに 

年間f呆険料を算l士Iし、 そこカ、ら4・6・8 月の保険月斗を防ミし、た金二額をl0・m ・ 

2 月に振りラケ‘ナた二額を糸内不」一しプて頂きます。 （こオ1ノを本徴」l又といし、dいす） 

この仮程羨」I又に関Iーノては、 その響iカs前年度のI寺男り挫如I又客頁て了あることカミ注る令二上 

明確にされていることカ、ら、 ：介堰葵イ呆隣採去鮮g140 条第4 ユ頁により当該通矢l］は不 

要とされプてホ3ります一。 

したがいましプて、 福II司県プト護f呆隊ミ広域連合ーでは、 本こ年)変』l夫降、 I寺男噺敷LI又に二 

僕］する保険米斗額等の通知は、毎年8 月に才テうこととさーせてコ頁きますので、 よそ， 

しノくホ務●！頁し、します一。 

介護f呆険 を」真接又はIコ座振替（普通ネ散」l又ンで応zめら才してル、る》方一、

保隣ミ料を直接納付づこは口座振替て沸内水」一されている普通徴」区の方は、 今まて, 

どおり前年の秒馴尋7二丈どをrもとに年間の保険半斗を算IおU 、8 月より3月まで8 回て三 

納付して頂く ことになります二 

したがいましプて、 保険料の納付は4 月カ、ら7 月まではありません。 

（耳勾戎14年4 月 1 日までに寿三歯令が65 歳にi窒・する）方を除く） 

うgで 分靖隻保険半斗を特男リな事情 （災害奪釣 カsなく 1 年以上i帯糸内されノ言ミ・すと、介護サ 

ービスをプ禾リ月手するβ祭に給付淑」岡畏 （一ー旦一、本こ人カ＆全額奏H旦又は保険給イ寸害リでトの 

弓Iき下げ等） カお適用されることになりますので、 ご注意ください。 
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